
 

 

 

木更津 太郎 木更津 花子 

きさらづ たろう 

ぼうそう はなこ 

昭和 50   １    5 昭和 55   3   21 

千葉県木更津市朝日 

３丁目８番１号 

東京都千代田区九段下南 

１丁目２番１号 

神奈川県横浜市中区港町一丁目１番 

 木更津 太郎 

木更津 一朗 

木更津 ヨシ 
二

房総 三郎 

房総 ハナ 長 

 

  

東京都千代田区九段下南１丁目２番      房総 花子 

  

平成〇〇   ６            令和〇〇    5 

木更津 椿 

木更津 大和 

木更津 太郎 

君津 良子 富津 三郎 

木更津 花子 

千葉県木更津市朝日３丁目８番１号 

ぼうそう   はなこ  

 

昭和 32    3   26 昭和 24   5   18 

千葉県富津市下飯野 

2443 番地 

千葉県君津市久保２丁目 

１３番１号 

 千葉県富津市下飯野 

2443 番地 

千葉県君津市大久保２丁目

１３番 

012 345 6789  

  〇  12  5 

鉛筆や消えるボールペンは使用できません  協議離婚  記入例  

未成年の子がいるときは、親権者となる方の欄に子の氏名を記入 

親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てされている子の 

欄は、家庭裁判所に申立てをしている子を記入してください。 

親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てをしている子を記

入した場合、裁判所で裁判が確定又は、調停が成立した後に「親権者指

定届」の届出が必要になります。 

 

現在住民登録をしてい

る住所を記入。住所変

更をするときは開庁日

に住所異動の手続きが

必要です。 

未成年の子がいる場合は、

必ずチェックして下さい。 

 

 

 

旧姓に戻る場合のみ記入。※婚姻中の氏を希望するときは別添届書が必要。 

もとの戸籍にもどるとき→ 婚姻前に在籍した戸籍の筆頭者の氏名 

→婚姻前に在籍した本籍地番 

新しい戸籍をつくるとき→ 婚姻前のご自身の氏名 

 →新しく本籍をおきたい地番 

※もとの戸籍で全員が除籍になっているときはもどれません。ご自身で新しい戸

籍をつくります。 

3つの項目にチェックをいれる 

離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんで

した(単独親権)が、民法改正に伴い、これまでの単独親権に加え、離婚後の未成

年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになります。 

木更津 桜  

木更津 尊 

署名は必ず本人が自署する。 

昼間連絡のとれる電話番号を必ず記載。 


